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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
組
織
規
則
及
び
銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の
期

間
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
公
）

○
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
百
六
十
八
号
（
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
等
）
の
全
部
改
正
…
…
…
…
�

○
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
十
号
（
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員

会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
全
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
令
和
三
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
十
一
号
（
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が

別
に
定
め
る
方
法
）
の
全
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見
を
聴

く
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…（
同
）…
�

正

誤

○
平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
付
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十

一
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
及
び
銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の
期
間
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
４
年
３
月
１４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

警
視
庁
組
織
規
則
及
び
銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等

の
期
間
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４３条

の
３
第
１
号
中
「
銃
砲
刀
剣
類
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀

剣
類
」
に
改
め
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の
期
間
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
２
条

銃
砲
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の
期
間
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
５５年

１１月
２０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
銃
砲
刀
剣
類
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
」
に
改
め

る
。第
１
条
の
見
出
し
中
「
射
撃
競
技
用
け
ん
銃
」
を
「
射
撃
競
技

用
拳
銃
」
に
改
め
、
同
条
中
「
け
ん
銃
又
は
空
気
け
ん
銃
」
を

「
拳
銃
又
は
空
気
拳
銃
」
に
改
め
る
。

第
２
条
の
見
出
し
中
「
銃
砲
刀
剣
類
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣

類
」
に
改
め
、
同
条
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
る
。

第
３
条
の
見
出
し
中
「
銃
砲
刀
剣
類
」
を
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣

類
」
に
改
め
、
同
条
中
「
銃
砲
」
を
「
銃
砲
等
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
３
月
１５日

か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９２号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１６８号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ

く
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続

等
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
１４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

法
令

条
項

遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第

７３号
）

第
１７条

第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
１９

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）

第
５
条
第
１
項

第
２６条

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項
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第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第
３
項

第
１７条

第
２
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
３
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
１７条

第
１
項

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９３号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１７０号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
全

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
１４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

１
別
表
第
１
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
条
項
に

基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
方
法
は
、
不
特
定
の
者
に

よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信

事
業
法
（
昭
和
５９年

法
律
第
８６号

）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除

く
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
当
該
申
請
等
の

用
に
供
す
る
部
分
（
以
下
「
申
請
部
分
」
と
い
う
。
）
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者
の
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１４年

法
律
第
２６号

）
第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。
）
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う

に
、
有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
ワ
ン

タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
と
い
う
。
）
を
申
請
者
等
が
受
信
し
、
当
該
ワ

ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
方
法
と
す
る
。

２
別
表
第
２
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
条
項
に

基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
方
法
は
、
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を
申
請
者
等
が
受
信
し
、
当
該
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い

て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
方
法
又
は
申
請
等
を
行
う
者
の
携
帯
電

話
番
号
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
４
号
）

に
規
定
す
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
受

信
す
る
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
を
用
い
て

当
該
携
帯
電
話
番
号
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
有
効
期

限
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
確
認
コ
ー
ド
」
と

い
う
。
）
を
申
請
者
等
が
受
信
し
、
当
該
確
認
コ
ー
ド
を
用
い
て

申
請
部
分
に
入
力
し
て
接
続
す
る
方
法
と
す
る
。

３
別
表
第
３
左
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
条
項
に

基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
付

与
さ
れ
た
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
１１年

法
律
第
１２８号

）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る

識
別
符
号
を
い
う
。
）
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
方
法
と

す
る
。

別
表
第
１

法
令

条
項

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第
３
項

第
１７条

第
２
項

別
表
第
２

法
令

条
項

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
１９

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）

第
５
条
第
１
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
３
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
１７条

第
１
項

別
表
第
３

法
令

条
項

遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第

７３号
）

第
１７条

第
２０条

第
３
項
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第
２１条

第
２
項

遺
失
物
法
施
行
規
則

第
２６条

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
９４号

令
和
３
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１７１号

（
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
５
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
全
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
１４日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

規
則
第
５
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
は
、
別
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
法
令
の
同
表
右
欄
に
掲
げ
る
条
項
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
規
則
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
氏
名
又
は
名
称

を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
方
法
と
す
る
。

別
表

法
令

条
項

遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第

７３号
）

第
１７条

第
２０条

第
３
項

第
２１条

第
２
項

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
１９

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）

第
５
条
第
１
項

第
２６条

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律

第
１０５号

）
第
４５条

第
１
項

第
４９条

の
５

第
７４条

の
３
第
５
項

第
７８条

第
１
項
、
第
４
項
及

び
第
５
項

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和

３５年
総
理
府
令
第
６０号

）
第
５
条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）

第
１０条

第
１
項

第
１６条

第
２
項
及
び
第
３
項

第
１７条

第
２
項

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛

行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２８年

法
律
第
９
号
）

第
１０条

第
３
項

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
３
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
４
号
）

第
１７条

第
１
項

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
四
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
（
雨
水
）
を
排
除
及

び
処
理
す
べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
南
部
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

二

下
水
（
雨
水
）
を

排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

分
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

大
田
区
大
森
南
五
丁
目
二
番
二
十
五
号

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

一

部

告

示

区

域

世
田
谷

区

成
城
四
丁
目

六
番
か
ら
八
番
ま
で
、
十
一
番
及
び
十

二
番

同

区

成
城
五
丁
目

十
二
番
、
十
三
番
、
二
十
五
番
及
び
二

十
六
番

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
五
反
田
二
丁
目
第
３
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

山
田

保
行

二

住
所

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
十
二
番
十
九
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見

を
聴
く
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
神
宮
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外
苑
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見

解
書
の
内
容
に
つ
い
て
都
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
次
の
と
お
り
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
四
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
開
始

二

場
所

港
区
立
赤
坂
区
民
セ
ン
タ
ー
区
民
ホ
ー
ル

港
区
赤
坂
四
丁
目
十
八
番
十
三
号

赤
坂
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ぷ

ら
ざ
内

三

公
述
申
出
の
方
法
等

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
公
述
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
こ
と
を
記
載
し
た
公
述
申
出
書
を
令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

（
月
曜
日
）
ま
で
に
公
述
申
出
先
へ
持
参
、
郵
送
又
は
電
子
メ
ー

ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

㈠

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都

の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
、
住
所
及
び
役
職
名
）
並

び
に
連
絡
先
（
自
宅
又
は
勤
務
先
等
）
の
電
話
番
号

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

公
述
し
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
八
百
字
以
内
）

四

公
述
申
出
先

㈠

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担

当

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階

㈡

電
子
メ
ー
ル

送
付
先
、
件
名
等
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
ent

／reading_guide／index.htm
l

五

公
述
人
の
選
定

㈠

公
述
人
の
数
は
、
二
十
五
人
程
度
と
す
る
。

㈡

公
述
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
り
公
述
人
を
選
定
す
る
。

㈢

公
述
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
申
出
人
に
通
知
す
る
。

六

公
述
の
範
囲
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
は
、
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
十
五
分
以
内
と
す
る
。

七

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
携

帯
し
て
会
場
へ
入
場
す
る
こ
と
。

な
お
、
傍
聴
券
は
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
当
日
、
午
前
十

時
か
ら
会
場
入
口
に
お
い
て
先
着
順
に
交
付
す
る
。

八

注
意
事
項

公
述
の
申
出
が
な
い
場
合
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
は
開
催
し

な
い
。

九

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
四
〇
九
（
直
通
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
東
大
和
立
野
店

二

店
舗
所
在
地

東
大
和
市
立
野
二
丁
目
二
番
十
三
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ベ
ル
ク

四

設
置
者
住
所

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
千
六
百
四
十
六

番

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ベ
ル
ク
ほ
か
未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
十
月
二
十
三
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

三
千
二
百
六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

百
台
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駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

百
十
二
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

五
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

十
九
・
四
五
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
九
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

翌
午
前
一
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
三

十
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

二
箇
所

店
舗
北
側
ほ
か

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月

十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
オ
ー
ケ
ー
上
板
橋
店

二

店
舗
所
在
地

板
橋
区
桜
川
三
丁
目
二
十
五
番
四
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
七
軒
屋

四

意
見

ア

聴
取
者

板
橋
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
三
月
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

正

誤

○
平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
付
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
一
号

三
ペ
ー
ジ
の
別
図
二
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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